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議案第７号  農地法第３条第１項の規定による許可を要する農地の買受 

適格証明願の審議について 

議案第８号  農地法第３条第１項の規定による許可申請の審議について 

議案第９号  農地法第５条第１項の規定による農地転用許可申請の審議 

について 

議案第 10号 農地転用許可後の事業計画変更承認申請の審議について 

議案第 11号 岐阜農業振興地域整備計画の変更に係る意見決定について 

 

報告第８号  農地法第３条の３の規定による届出の受理の報告について 

報告第９号  農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出の 

受理の報告について 

報告第 10号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の 

受理の報告について 
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それでは、令和６年第３回岐阜市農業委員会総会を開会いたします。 

ただいまの出席委員は、19 名中 18 名で過半数に達しておりますので、

本会議は成立することを御報告いたします。 

 

議事に入るに先立ちまして、本日の議事録署名者を指名でお願いしたいと

思います。 

それでは、議席番号２番、椙下信孝委員、議席番号３番、西垣隆委員の両

委員、よろしくお願いいたします。 

なお、農地利用最適化推進委員の皆様方も御意見や御質問がありましたら

御遠慮なく御発言ください。 

 

それでは、議案の審議に入ります。 

議案第７号、農地法第３条第１項の規定による許可を要する農地の買受適

格証明願の審議について、今回の出願は１件、以上を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第７号について説明いたします。 

１ページをお願いします。 

今回出願がありました農地につきましては、岐阜地方裁判所において期間

入札の公告が行われています。 

この物件は農地でありますので、入札に参加するには、民事執行規則第 33

条により、農業委員会から買受適格があることの証明書の交付を受けること

が必要です。 

また、入札の結果、当該証明書の交付を受けた者が、その農地の買受人と

なり、農地法第３条の許可申請がされた場合、証明書の交付時と事情が異な

っていると認められる場合を除き、許可するものとして併せて提案しており

ますので、買受適格証明の発行にあたり、農地法第３条の不許可基準に抵触

しないことが要件となります。 

今回は１件提出されています。 

２ページをお願いいたします。 

１番、西郷地区の案件は、出願人が農業経営を開始するものです。 

当該農地では果樹を栽培するとのことです。 

買受適格証明の発行にあたり、権利取得後の農地の効率的な利用を誓約す

る営農計画書の提出を求め、農地の権利取得に必要な全部利用効率要件、農

作業常時従事要件、地域との調和要件について確認しております。 
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つきましては、農地法に規定する不許可基準に抵触しないものであると判

断し、提案しております。 

以上でございます。 

 

ただいま、議案第７号について、事務局から説明がありました。 

出願人の営農状況等につきまして、担当地区の農業委員から説明をいただ

きます。 

それでは、１番、西郷地区は、松野芳正委員、お願いいたします。 

 

出願人は心身ともに健康に生きていけるような生活提案業を行っており、

福祉事業所の方と仕事上でかかわることがあるため、果実を栽培できるよう

にし、将来的には農福連携を目指しておられます。 

２月 26日に現地立会いを行いました。 

立会いの際に、申請地付近の近隣住宅、農地、水路について、影響がない

ように確認しており、このたびの証明書の発行及び、その後の３条許可につ

いては問題ないと考えております。 

 

ありがとうございました。 

議案第７号について、何か御意見等ございましたら御発言願います。 

 

御発言もないようですので、採決に入ります。 

議案第７号について、賛成の方は挙手願います。 

 

【全員挙手】 

 

全会一致で、原案のとおり決定といたします。 

 

続きまして、議案第８号、農地法第３条第１項の規定による許可申請の審

議について、今回の申請は、所有権の移転 10件、使用貸借による権利の設定

６件、以上を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第８号について説明いたします。 

農地を耕作目的で所有権を移転する場合や、使用収益を目的とし権利を

設定する場合の許可申請です。 
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３条申請受人には、権利取得後の農地の効率的な利用を誓約する営農計

画書の提出を求め、農地の権利取得に必要な全部利用効率要件、農作業常

時従事要件、地域との調和要件について確認しております。 

今回提案しております申請は、いずれも、農地法に規定する不許可基準

に抵触しないものであると判断しております。 

４ページをお願いします。 

１番、本荘地区の申請は、家族間の贈与による所有権移転です。 

２番、長良地区の申請は、農業経営を拡大するための所有権移転です。 

３番、常磐地区の申請は、農業経営を開始及び拡大するための所有権移

転です。 

５ページをお願いします。 

４番、常磐地区の申請は、農業経営を拡大するための所有権移転です。 

５番、黒野地区及び西郷地区の申請は、農業経営を拡大するための所有

権移転です。 

６番、方県地区の申請は、農業経営を拡大するための所有権移転です。 

６ページをお願いします。 

７番、方県地区の申請は、農業経営を開始するための所有権移転です。

申請地ではイチゴを栽培するものです。 

８番から７ページの 12番までの西郷地区の申請は、農業経営を拡大する

ための使用貸借権の設定です。 

13番、七郷地区の申請は、共有農地の持分を他の共有者に移転し、農業

経営の安定を図るための所有権移転です。 

８ページをお願いします。 

14番、芥見地区の申請は、農業経営を拡大するための所有権移転です。 

15番、芥見地区の申請は、農業経営を拡大するための使用貸借権の設定

です。 

16番、柳津地区の申請は、農業経営を拡大するための所有権移転です。 

以上でございます。 

 

ただいま、議案第８号について事務局から説明がありました。 

各申請者の営農状況等について、担当地区の委員の皆様から説明をいただ

きます。 

それでは、１番、本荘地区は、江﨑美咲委員、お願いいたします。 

 

１番の申請は、親子間での贈与として、受人へ畑を譲り渡すものです。 

２月 16日に、現地確認を行いました。 
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申請地では、引き続き季節の野菜を栽培される予定です。 

今回の申請は、農業経営を子へ継承していくものであり、受人は、地域

の取り決めなども承知されているため、許可は問題ないと考えておりま

す。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、２番、長良地区は、事務局から説明いたします。 

 

２番の申請は、農業経営を拡大する受人へ、畑を譲り渡すものです。 

申請地では、果樹を栽培される予定です。 

受人は、世帯において所有する他の農地も適正に管理されており、地元の

取り決めも承知されておりますので、許可は問題ないとのことです。 

 

続きまして、３番から４番、常磐地区は、河田均委員、お願いいたします。 

 

３番の申請は、農業経営を開始及び拡大する受人へ、畑を譲り渡すもの

です。 

２月 28日に農地利用最適化推進委員及び事務局職員、受人と共に現地立

会いを行いました。 

申請地で柿と栗を栽培される予定です。 

受人は、地域の取り決めなども遵守し、営農計画書のとおり、適正に耕

作することを確認しましたので、地元としても許可は問題ないと考えてお

ります。 

続きまして、４番の申請は、農業経営を拡大する受人へ、田を譲り渡す

ものです。 

申請地では、水稲を栽培される予定です。 

受人は、地域の取り決めなども承知され、耕作する他の農地も適正に管

理されておりますので、許可は問題ないと考えております。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、５番、黒野、西郷地区及び、６番から７番、方県地区は、 

野々村貢委員、お願いいたします。 

 

５番の申請は、農業経営を拡大する受人へ、田を譲り渡すものです。 

２月 21日に、農地利用最適化推進委員及び事務局職員、受人と共に現地

立会いを行いました。 
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申請地では引き続き水稲を栽培される予定です。 

受人は、他の農地も適正に管理されており、地元の取り決めも十分承知

されておりますので、許可は問題ないと考えております。 

続きまして、６番の申請は、農業経営を拡大する受人へ、田を譲り渡す

ものです。 

申請地では、引き続き水稲を栽培される予定です。 

受人には、他の農地を含め、適正に管理することを確認しております。 

地元の取り決めも十分承知されておりますので、許可は問題ないと考え

ております。 

続きまして、７番の申請は、農業経営を開始する受人へ、田を譲り渡す

ものです。 

２月 21日に、農地利用最適化推進委員及び事務局職員、受人と共に現地

立会いを行いました。 

申請地では、ビニールハウスを建ててイチゴを栽培される予定です。 

受人は、地域の取り決めなどを守り、適正に耕作するとの意向を確認し

ましたので、地元としても許可は問題ないと考えております。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、８番から 12 番、西郷地区は、松野芳正委員、お願いいたし

ます。 

 

８番から 12 番の申請は、いずれも農業経営を拡大する借人へ、田を貸し

出すものです。 

２月 26 日に、農地利用最適化推進委員、事務局職員及び借人とともに現

地立会いを行いました。 

申請地では、引き続き水稲を栽培される予定です。 

借人は、地域の取り決めなども承知され、耕作する他の農地も適正に管理

されておりますので、許可は問題ないと考えております。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、13番、七郷地区は、西垣隆委員、お願いいたします。 

 

13番の申請は、共有農地の持分を他の共有者に譲り渡すものです。 

申請地では、引き続き柿を栽培される予定です。 

受人は、地元の取り決めも承知されておりますので、許可は問題ないと考

えております。 
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ありがとうございました。 

続きまして、14番から 15番、芥見地区は、清水健吉委員、お願いいたし

ます。 

 

14番の申請は、農業経営を拡大する受人へ、田を譲り渡すものです。 

２月 26 日に、農地利用最適化推進委員、受人、事務局職員とともに、現

地立ち会いを行いました。 

申請地では、水稲を栽培される予定です。 

また、申請地一部では野菜を栽培される予定です。 

受人は、地元の取り決めなども十分承知されており、耕作状況も問題あり

ませんので、許可は問題ないと考えております。 

15番の申請は、農業経営を拡大する借人へ、畑を貸し出すものです。 

２月 26 日に、農地利用最適化推進委員、受人、事務局職員とともに、現

地立ち会いを行いました。 

申請地では、野菜を栽培される予定です。 

受人は、地元の取り決めなども十分承知されており、耕作状況も問題あり

ませんので、許可は問題ないと考えております。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、16番、柳津地区は、事務局から説明いたします。 

 

16番の申請は、農業経営を拡大する受人へ、田を譲り渡すものです。 

２月 27日に、農業委員、農地利用最適化推進委員、受人の父、事務局職

員とともに、現地立ち会いを行いました。 

申請地では、引き続き水稲を栽培されるとのことです。 

受人は、地域の取り決めなども承知され、耕作する他の農地も適正に管

理されておりますので、許可は問題ないとのことです。 

 

議案第８号について、何か御意見等ございましたら、御発言願います。 

 

御発言もないようですので、採決に入ります。 

議案第８号について、賛成の方は挙手願います。 

 

【全員挙手】 
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全会一致で、原案のとおり決定といたします。 

 

続きまして、議案第９号、農地法第５条第１項の規定による農地転用許

可申請の審議について、今回の申請は、所有権の移転、１件、以上を議題

といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第９号について説明いたします。 

市街化調整区域内にある農地を農地以外のものにするため、所有権の移

転又は貸借による権利の設定を行う場合の許可申請です。 

10ページの総括表を御覧ください。 

今回の申請は、１件、合計 48平方メートルです。 

11ページを御覧ください。 

１番、岩地区の申請は、所有権の移転により自宅への進入路及び庭に転

用するものです。 

申請地は、街区の面積に占める宅地の面積の割合が 40パーセントを超え

ているため、第３種農地と判断します。よって、許可し得るものです。 

以上でございます。 

 

ただいま、議案第９号について事務局から説明がありました。 

議案第９号について、何か御意見等ございましたら御発言願います。 

 

御発言もないようですので、採決に入ります。 

議案第９号について、賛成の方は挙手願います。 

 

【全員挙手】 

 

全会一致で、原案のとおり決定といたします。 

 

続きまして、議案第 10号、農地転用許可後の事業計画変更承認申請の審

議について、今回の申請は、１件、以上を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第 10号について説明いたします。 

農地転用許可後に事業計画変更を行う承認申請です。 

13ページをお願いします。 
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１番、西郷地区の申請は、令和４年 12月 13日付で許可済です。 

この度、工事の仕様変更により、一時転用期間が１ヶ月延長になったこ

とから、事業期間を変更するものです。 

変更後も事業計画に従って実施されることが確実であること、周辺の地

域における農業等に及ぼす影響が、変更前の影響に比べて、それと同程度

又はそれ以下であること、及び、変更後も農地転用許可基準により転用許

可相当であることが認められるため、承認しうるものです。 

以上でございます。 

 

ただいま、議案第 10号について事務局から説明がありました。 

議案第 10号について、何か御意見等ございましたら御発言願います。 

 

御発言もないようですので採決に入ります。 

議案第 10号について、賛成の方は挙手願います。 

 

【全員挙手】 

 

全会一致で、原案のとおり決定といたします。 

 

続きまして、議案第 11 号、岐阜農業振興地域整備計画の変更に係る意見

決定について、令和６年２月７日付け、岐阜市経農第 1441号をもって、岐阜

市長から依頼がありましたので、農業委員会の意見を決定するため提案しま

す。 

関係部局の説明を求めます。 

 

議案第 11号の内容を説明いたします。 

今回は、２件の軽微な変更として、農業用施設関係と、１ヘクタール以内

の用途区分変更、３件の農用地からの除外、１件の１ヘクタール以上の用途

区分変更の申出になります。 

16ページを御覧ください。 

軽微な変更として、１件目は、方県地区の岐阜市健康ふれあい農園の閉園

に伴い、農業施設用地となっていた土地を農地に戻します。 

農業施設用地４筆、計 1,425平方メートルとなります。 

２件目は、常磐地区の１ヘクタール以内の用途区分変更で、田１筆、計 229

平方メートルとなります。 

合計で 1,654平方メートルとなります。 
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17ページを御覧ください 

続きまして、農用地からの除外として、常磐地区、三輪地区、日置江地区

の田２筆、計 68.41 平方メートル、畑２筆、計 248.3 平方メートル、合計

316.71平方メートルの除外となります。 

続きまして、網代地区の１ヘクタール以上の用途区分変更として、田 31

筆、計 18,881平方メートルとなります。 

18ページに、農用地区域から除外の申出があった３件の詳細を記載してお

りますので、御覧ください。 

整理番号１は、常磐地区、精米所、ヌカハウスの申出です。 

整理番号２は、三輪地区、排水管設置の申出です。 

整理番号３は、日置江地区、分家住宅の申出です。 

22ページ、23ページ、24ページにそれぞれ位置図をつけておりますので

御覧ください。 

19ページにお戻りください。 

軽微な変更で１ヘクタール以内の用途区分変更の詳細を記載しております

ので、御覧ください。 

整理番号４は、常磐地区、農業用倉庫の申出です。 

続きまして、網代地区の１ヘクタールを越える用途区分変更の詳細を記載

しておりますので、御覧ください。 

整理番号５は、網代地区、養鶏場等の申出です。 

25 ページ、26 ページにそれぞれ位置図をつけておりますので、御覧くだ

さい。 

なお、20ページの（３）、「市町村検討調書」に記載しておりますように、

除外の申出のありました３件は、いずれも「農業振興地域の整備に関する法

律」に規定された要件を満たしており、それぞれ周辺農地に影響の少ない場

所として、申出地を選定されたものです。 

以上でございます。 

 

ただいま、議案第 11号について説明がありました。 

議案第 11号について、何か御意見等ございましたら御発言願います。 

 

御発言もないようですので、採決に入ります。 

議案第 11号について、賛成の方は挙手願います。 

 

【全員挙手】 
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全会一致で、原案のとおり決定といたします。 

 

議案につきましては、以上でございます。 

続きまして、報告に移ります。 

報告第８号から第 10号について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、報告第８号、農地法第３条の３の規定による届出の受理の報

告について、説明いたします。許可が不要の相続等による農地の権利取得

の届出です。 

28ページをお願いします。 

届出は、計 28件、合計 32,896.61平方メートルです。 

続きまして、報告第９号、農地法第４条第１項第７号の規定による農地

転用届出の受理の報告について、説明いたします。 

30ページをお願いします。 

市街化区域内の農地を耕作者自らが転用する第４条届出の総括表となり

ます。 

届出は、計 12件、合計 5,159.30平方メートルです。 

明細は、31ページから 33ページです。 

続きまして、報告第 10号、農地法第５条第１項第６号の規定による農地

転用届出の受理の報告について、説明いたします。 

35ページをお願いします。 

市街化区域内の農地を転用目的のため権利の移動、若しくは設定を行う

第５条届出の総括表となります。 

届出は、計 68件、合計 44,925.77平方メートルです。 

明細は、36ページから 53ページです。 

農地の権利取得及び市街化区域内農地の転用につきまして、届出内容が

適法であると認められたものにつきまして、農業委員会事務局規程に基づ

き、令和６年２月に農業委員会事務局長が受理を行いましたものを報告い

たしました。 

以上でございます。 

 

議案、報告は以上になりますが、何かございますか。 

 

小川委員、どうぞ。 
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ここ数年、事務局の地区担当が毎年ごとに代わる事例が見られます。 

特に来年度は地域計画に関する話し合いもありますので、担当について考

慮していただきたく思います。 

 

御要望として承ります。 

柳津地区のみでなく、どの地区においても、地区担当が継続して受け持つ

ことの重要性は承知しておりますが、人事異動など、やむを得ず対応できな

い場合もございますので、御了承ください。 

 

わかりました。 

 

 

その他、何かございますか。 

 

それでは、以上を持ちまして、本日の会議を終了いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

議長は、本日の会議終了につき午後３時 29分閉会を宣す。 


